
 

○古賀市浄化槽の設置等に関する条例 

平成１３年６月２５日 

条例第１８号 

（目的） 

第１条 この条例は、浄化槽の設置等に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽の

放流水による公共用水域の汚濁防止を図り、生活環境の保全に資することを目的とす

る。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において「浄化槽」とは、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２

条第１号に規定する浄化槽をいう。 

２ この条例において「浄化槽管理者」とは、浄化槽の所有者、占有者その他の者で当

該浄化槽の管理について権限を有するものをいう。 

（放流水の基準） 

第３条 浄化槽から排出する放流水（以下「放流水」という。）の水質基準は、次のと

おりとする。 

(１) ５０人槽以下 生物化学的酸素要求量（以下「BOD」という。）除去率９０パ

ーセント以上及びBOD２０ミリグラム／リットル以下 

(２) ５１人槽以上 BOD除去率９５パーセント以上及びBOD１０ミリグラム／リ

ットル以下 

（事前協議） 

第４条 浄化槽を設置しようとする者は、放流水の放流先の処置その他浄化槽設置の適

否について、あらかじめ市長と事前に協議しなければならない。 

（維持管理の実施等） 

第５条 浄化槽管理者は、浄化槽の適正な機能の維持を図るため、浄化槽法、浄化槽法

施行規則（昭和５９年厚生省令第１７号）及び福岡県浄化槽法施行細則（昭和６０年

福岡県規則第５１号）の定めるところにより、その維持管理をしなければならない。 

（立入検査） 

第６条 市長は、この条例の施行に関し必要と認める場合は、浄化槽の設置場所等に立

ち入り、その維持管理の状況及び放流水の水質状況等について検査することができる。 

（報告徴収） 



 

第７条 市長は、この条例の施行に関し必要な事項について、浄化槽管理者及び浄化槽

管理者から受託した保守点検業者等に報告を求めることができる。 

（指導又は勧告） 

第８条 市長は、浄化槽の維持管理その他について改善を必要と認めるときは、浄化槽

管理者に対し、指導又は勧告をすることができる。 

（その他） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要なことは、規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした古賀市浄化槽設置等指導要綱（平成２年告示第２１号）第

３条の規定による協議は、第４条の規定による協議を行ったものとみなす。 

 


